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船舶事故調査報告書 

 

                               令和５年１月１８日 

                       運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                          委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                          委   員  田 村 兼 吉 

                          委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 漕手死亡 

発生日時 不明（令和４年４月２０日 ０２時３０分ごろ～２０日 ０５時５９

分ごろの間）（死亡時刻：４月２０日０７時４０分） 

発生場所 不明（富山県伏木富山港外港） 

事故の概要  手漕ぎボート（船名なし）は、釣りを行う目的で出発した後、漕手

が落水して溺死した。 

事故調査の経過  令和４年４月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

手漕ぎボート （船名なし）、重量約２０kg 

 なし、個人所有 

 約２.３ｍ×約１.１３ｍ×約０.４ｍ、ＦＲＰ 

 機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 漕手 ５３歳  

 死傷者等 死亡 １人（漕手） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約１２℃ 

 事故の経過 本船は、漕手が１人で乗り、釣りを行う目的で、令和４年４月２０

日０２時００分ごろ漕手が自宅を出るところを家族に目撃された後、

０２時３０分ごろ伏木富山港外港の砂浜（以下「本件砂浜」とい

う。）から出発した。 

 本件砂浜沖を別のボートで航行していた釣り人は、０５時５９分ご

ろ本件砂浜から約１３０ｍ沖の離岸堤の消波ブロック付近で無人の本

船及び浮いている人を認め、１１９番通報を行った。 

 地元の消防署は、０７時１４分ごろ漕手を救助して病院に搬送した

が、０７時４０分に死亡が確認された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 本件砂浜は、海岸線を高波から守り砂浜海岸の浸食を防ぐ目的で、

潜堤、離岸堤及び緩傾斜型護岸が整備されており、約４kmの緩傾斜型

護岸上には、主として２００隻以上のミニボートが置かれていた。 
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漕手の家族によれば、漕手は、約１０年前から緩傾斜型護岸に本船

を置き、自宅から車で約３０分の本船を置いている場所付近の空き地

に車を駐車して頻繁に釣りを行っていた。 

本船は、無人の状態で発見されたとき、石が括られた係留索が船首

部から水中に垂れ下がった状態であり、船内に釣り竿１本とプラス 

チック製バケツ１個が残されていたが、釣り餌はなかった。 

本船は、船体に損傷はなく、他船等と衝突した痕跡もなかった。 

本事故発生場所付近の釣りに詳しい者は、本事故発生時間帯は根魚

及びきす
．．

は釣れないので、漕手は、離岸堤の消波ブロックの上から夜

行性の黒鯛釣りをしようと、本船から消波ブロックに乗り移る際に落

水したのではないかと思った。 

漕手は、長袖の上着に長ズボンを着用していたが、救命胴衣は着用

していなかった。 

 漕手の家族によれば、漕手は、泳ぐことができ、健康状態に問題は

なかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明  

 漕手は、溺死した。 

 本船は、漕手の家族が４月２０日０２時００分ごろ、漕手が家を出

て行くところを目撃してから、漕手が車で約３０分移動した後、０２

時３０分ごろ本件砂浜から単独で出発し、０５時５９分ごろ本件砂浜

から約１３０ｍ沖の離岸堤の消波ブロック付近で発見されたことか

ら、この間において、漕手が落水して溺死したものと考えられる。 

 本船は、離岸堤の消波ブロック付近において石が括られた係留索が

船首部から水中に垂れ下がり、船内に釣り竿１本が残され、釣り餌が

ない状態で発見された状況から、離岸堤の消波ブロックの上から夜行

性の黒鯛釣りをしようと本船から消波ブロックに乗り移る際に落水し

た可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、本件砂浜から単独で出発した後、漕手が落水し

て溺水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・漕手は、不安定なミニボート上を立って移動したり、足場の悪い

消波ブロックに乗り移ったりしないこと。 

・漕手は、救命胴衣を着用すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本船及び漕手発見場所 

（令和４年４月２０日 

 ０５時５９分ごろ） 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（海上保安庁提供） 


